
県南広域振興局長告示第４号 

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定に基づき、特定農業用ため池を次のとお

り指定した。 

  令和８年１月９日 

県南広域振興局長 菅 原 健 司  

特定農業用ため池の名称 特定農業用ため池の所在地 指定年月日 

幼稚園下堤 一関市弥栄字茄子沢236番２ 令和７年12月24日 

学校前堤 一関市弥栄字茄子沢234番１ 〃 

沢田堤 一関市弥栄字鳥喰168番１ 〃 

小山敏行のため池 一関市大東町沖田字金山沢14番３ 〃 

女聖ため池 一関市千町奥玉字女聖20番及び21番２ 〃 

小山貴志のため池 一関市大東町沖田字赤菅21番１及び21番２ 〃 
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